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NPO 法人 若葉 
 
１． 概要 

設立年   平成２０年２月 
設立目的  自然環境保護による人間との共存や生物多様性保全が目的 
活動内容  現在の山の状況では野生鳥獣の保護管理捕獲が最優先と判断し、特定の 
      地域やしがらみにとらわれず、効果的な手法での捕獲を実践しながら 

保護管理の専門事業者（日本版のホワイトバッファロー（注））を目指し

た人材教育を行ってきた。 
会員数等  役員・社員合計１５名、捕獲隊員４３名（その他友好団体多数） 

環境省の人材登録事業による鳥獣保護管理捕獲コーディネータ２名在籍 
（１名は貴重な鹿マタギの技術を受け継ぎ卓越した山見能力を有し、優

れた捕獲作戦を指揮する能力が高い。 
もう１名はＩＳＳＦランニングターゲット競技 全日本選手権 準優勝 
一都八県親睦Ｒ・Ｓ射撃大会 個人優勝・部門優勝・団体優勝等 
卓越した射撃技術を有し、難しい捕獲作戦を実行する能力を有する。） 
国際審判員・射撃教習員・武器製造販売員・私設射場等、教育体制完備 
各地域のＮｏ１射手が１０名以上在籍し、平均年齢も低い 
今後、１０年以上に渡って活動可能。 
 

（注）ホワイトバッファロー：White Buffalo, Inc., 1995 年にアメリカ合衆国に設立され

た生態系保全と野生動物保護管理を専門とする NPO 法人。スタッフには、博士号を有する

研究者と専門の捕獲技術者がいる。2010 年に来日し、東京農工大学で開催された「野生動

物管理の担い手育成に係る国際シンポジウム」で効果的なシカ個体数管理法としてシャー

プシューティング（誘引狙撃法）を紹介した。以下に活動が紹介されている。 
http://www.whitebuffaloinc.org/index.html 
 
２，主な活動  

（１）静岡県伊豆地域のシカ個体数管理調整事業に従事 
    担当地域（伊豆森林管理署国有林）では個体数低減が確認されている。 
（２）緊急雇用費を初めて捕獲事業に使う事に成功、他の模範となる。 
（３）静岡県農林技術研究所森林・林業研究センターの研究に協力 

    ワナ捕獲後の止めさし技術の開発に協力し、空気銃の使用範囲拡大に貢献 
（４）富士宮市鳥獣被害防止対策協議会 

    「ニホンジカとの共存に向けた生息環境等整備モデル事業」に参加 
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     安全・確実・効率のよいシカ捕獲手法の開発に貢献 
 
３． 意見 
（１）捕獲組織 
富士山での誘引狙撃法が、通常の捕獲の５０倍以上にものぼる捕獲効率を得たのは、三

位一体の理想的な捕獲チームの体制が出来たことによると思われます。具体的には地権

者・研究者・捕獲者が一体となって成功したのです。 
例えば、地権者及び行政サイドは地域やしがらみを超越し、他の事業と同様にとらえ適

正な業者に委託するスタンスを貫き通し、安全対策も万全に準備した事。  
研究部門は日本を代表する学識経験者の先生方で、誘引に関しては国内最先端の出没時

間帯のコントロール技術を、富士山版に修正して惜しみなく導入し有効な誘引を行った

事。捕獲部門は有効な狙撃を行うため入念な山見をし、メンバーを厳選し捕獲に有効な

銃の製造、弾の開発から始め、誘引狙撃をイメージした射撃トレーニングを重ね本番に

備えた事等、それぞれが高い意識・知識・技術があり、どれか一つ抜けても成功はあり

ません。 
 
◎今後、このような成功事例を増やすためには、同様のチーム作りが不可欠と考えます。 

 
総 括 
○ハンターの減少と高齢化の対応 
伝統的な狩猟方法とは異なる新たな捕獲方法の開発と、 
普及を担う実績あるコーディネータの育成と活用が重要である。 

 
○事業者として持続的かつ効率的に捕獲等を 実施していくための条件や制約 
捕獲団体は地域に縛られない組織で、卓越した射撃技術と銃の専門知識を持っている事。 
有効な捕獲法を選べる引出の多さと、チームとしての行動が出来る協調性を持つ事。 

 
○今後事業者の裾野 を広げるヒント 
上記の専門知識を持ち合わせた上で後輩指導の実績も長く、 
指導した人間が第一線で活躍するまで育てた経験者が多数在籍している事。 

 
（２）捕獲方法 
ハンターの減少と高齢化に対応するため、少人数で個体数削減に効果的な新たな捕獲方法

を開発させる必要があり、諸外国では少数のプロ捕獲者や組織が個体数調整を行っている。 
対処捕獲の有害捕獲とは全く異質の捕獲である認識を行政が持つ必要が有る。 
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新たな捕獲手法を開発させるために障害となる法制度上の制限を緩和または撤廃する。 
シカの少数の群れの全頭捕獲には小口径ライフル銃はきわめて有効であるので、小口径ラ

イフル銃の所持とクリーンキルのための射撃技術の裏付けが必須。 
 
しかし、誘引狙撃法が有効だからと安易に手近の団体に行わせるのは大変危険で、今まで

安全に行ってきた誘引狙撃でも起きるのは容易に想像できる。一旦事故が起きれば今後の

個体数管理にブレーキを掛けてしまう可能性が非常に高い。したがって誘引狙撃法の従事

者は厳格に規制すべきである。 
 
我々からの行政機関への要望は、規制すべき所はキッチリ規制し安全を確保し、代わりに

安全が確保できれば一部規制を緩和する事によって効果的な大量捕獲を行うことを可能に

することです。今後このような個体数管理を進めて頂ければ、より少ない人数でより安全・

確実な捕獲が可能になると思います。 
 
要請があれば我々は喜んで協力して行きたいと思います。 






